
お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
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福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355
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☎
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☎
☎
☎
☎
☎
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テレホンサービス
防災行政無線アンサーバック
（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス
（羽島郡内の火災発生状況を

聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査
　高齢者の方の健康状態や暮らしの様子を把握することを目的
に調査を実施します。調査結果は、次期老人福祉計画・介護保険
事業計画策定や、地域共生社会実現のための重要な資料として
活用します。
　対象の方には、健康介護課よりアンケート調査用紙をお送りし
ますので、ご協力をお願いいたします。
対象者

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】
・要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者のうち、無作為

に選ばれた方
・要支援認定を受けている方

【在宅介護実態調査】
・要介護認定を受けて、在宅で介護サービスを利用している方
c健康介護課　☎388‐7171

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サー
ビスについて、アンケート調査を実施します。皆様のご協力をお願
いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定される

ことはありません。
c住民課　☎388‐1115

成年後見制度に関する相談会のご案内
　認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が
十分でない方が、安心して生活できるよう、福祉サービ
スの契約や金銭管理など、その方を守るために成年後
見制度があります。
　成年後見制度を知りたい、申し立ての手続き方法を
知りたいなど、社会福祉士による相談会を開催します。

12月25日（木）午後1時30分～3時
役場第1会議室

無料　　相談時間　1件当たり30分以内
予約優先

c福祉子ども課　☎388‐1116

1月のこども館「かさくら」行事
申込開始　12月2日（火）～

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小中学生
高校生
中学生
高校生

14日（水）
8日（木）・9日（金）
20日（火）・21日（水）

23日（金）

10：00～10：45

10：00～10：30

20組
各10組
各10人
10組

－

要

不要

子育てサロン
ピヨピヨひろば
手づくりパーク
Babyひろば
子ども相談室
ボードゲームDay

ティーンズスペース（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 10日（土） 13：00～15：00 4組 不要

31日（土）
25日（日）
14日（水）
31日（土）

14：00～16：30
13：30～16：30
18：00～21：00
18：00～20：00

▲詳しくはこちら

令和7年11月1日現在（前月比）
21,863
10,661
11,202
9,739

増
増
増
増

36
19
17
31

第77回人権週間
　世界人権宣言が採択され、今年で77
周年を迎えます。国際連合は、世界人
権宣言の採択を記念して、採択日の12
月10日を「人権デー」と定めています。
　法務省と全国人権擁護委員連合会
は、12月4日から10日までの1週間を
「第77回人権週間」として全国各地で
啓発活動を実施します。
「誰か」のこと　じゃない。
　皆さんもこの人権週間を機に身近な
ことから人権を考えてみませんか。
　人権問題や悩みごとなどでお困りの
方は、人権擁護委員（18ページ参照）
または法務局にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
D岐阜地方法務局人権擁護課　

☎245‐3181

墓地の適正な管理を
　町営墓地において、雑草が繁茂している区画が見受けられます。
使用区画内の掃除や除草は、各使用者で行い、お花やお供え物
は、必ず持ち帰りましょう。また、使用権を継承するときや、墓じま
いをしたときは、速やかに届出をしてください。
c環境経済課　☎388‐1114

●明治安田生命保険相互会社
・健康推進普及事業寄附金として 現金1,209,300円
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。

回答方法

日時
場所
相談費用
申込

イ　ベ　ン　ト ア　ン　ケ　ー　ト

相　　　談

お　願　い

寄　　　附

Information Box 町からのお知らせ
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